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高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル

　チェックリストは、チェック項目をＡ〜Ｈの

配慮事項に整理しています。

　各チェック項目ごと（あるいは配慮事項ご

と）に、チェックリストの右欄に「チェック項

目に関連する高年齢労働者に配慮した職場改善

事項」を記載しています。

　各チェック項目の点数が1〜3点の場合は、

あなたの職場では高年齢労働者が安全・健康に

働き、能力が発揮できる職場環境・労働条件等

が十分に整備されていないと考えられます。

　p9〜p17の「高年齢労働者に配慮した職場

改善事項」を参考にして職場の改善対策に取り

組んでください。

　また、本チェックリストの結果と、健康診断

結果、労働災害、ヒヤリハットの発生状況、製

造現場であれば製品の歩留まりの状況などと比

較し、改善の必要な項目の確定や改善の効果を

みるという活用方法も考えられます。

チェック結果に基づく
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※
各
チ
ェ
ッ
ク
項
目
の
点
数
が
１
～
３
の
場
合
は
、
関
連
す
る
「
高
年
齢
労
働
者
に
配
慮
し
た
職
場
環
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善
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参
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し
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職
場
の
改
善
対
策
に
取
り
組
ん
で
く
だ
さ
い
。


